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（財務省「令和３年度税制改正（案）のポイント」より）

税のミニ通信 2021年度の税制改正（案）が
財務省HPに掲載されました

　2021年度の税制改正（案）が財務省HPに掲載された。その中から、社長さん方に関係しそうな項目を挙げて
みよう。
（1）退職所得課税の適正化
　平成２４年税制改正で勤続年数５年以下の法人役員等の退職金については１/２課税適用はなくなっているが、
令和４年分以降、勤続年数５年以下の法人役員等以外の退職金についても、退職所得控除後の金額の内300万
円を超える部分につて１/２課税を適用しない。

（2）住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を拡充
　①令和３年４月以降の贈与非課税枠を引き上げる（図を参照）とともに、②合計所得金額1,000万円以下（現
行2,000万円以下）の者の適用面積要件を床面積４０㎡以上（現行５０㎡以上）とする。

（３）教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し
　適用期限を令和５年３月３１日まで２年延長し①教育資金一括贈与については、贈与からの経過年数にかかわ
らず贈与者死亡時の残高を相続財産に加算する。（現行は祖父の死亡が教育資金贈与から3年以上経過した場
合、相続財産に加算しない）②両措置とも受贈者が孫等である場合、相続税額2割加算対象とする。
 
　子供や孫を贈与の対象とする非課税措置特例を活用した、相続税の節税対策を練っている方々には見直すべき
点も多かろう。
　住宅取得等資金の贈与は子や孫の数だけ贈与することができるので、相続財産を大幅に圧縮することができ
る。また、教育資金の一括贈与や結婚・子育て資金の一括贈与は、贈与した資金の用途も意外に広く、教育資金で
は1,500万円の限度枠内であれば留学費用や私立校の入学時の寄付金にも使えるし、500万円までは学校以外
の進学塾や習い事などの費用にも充てることができる。贈与非課税限度額が1,000万円の結婚・子育て資金も、
不妊治療費やベビーシッター代までをカバーできるのだ。
　仮に相続人は子供一人、相続時の孫は23歳、祖父の相続財産は不動産が4,000万円、預貯金3,000万円と想
定した時の相続税課税財産は3,400万円（税480万円）、預貯金の内1,500万円を孫の教育資金として、祖父死
亡の４年前に生前贈与した場合は相続税課税財産が1,900万円（税235万円）となる。今回の改正後は祖父死亡
時の未使用残額が相続財産に加算され、税額２割加算となるので、未使用残高1,000万円の場合の相続税は397
万円となる。それでも教育資金の贈与が節税対策として有効なことがわかる。（改正後は2割加算が結婚・子育て
資金の残額にも適用される）
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東北税理士会郡山支部/税理士　髙守 誠一
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　調査官は福利厚生費勘定の内容のうち、従業員等に対する経済的な利益の供与として給与に該当するものは
ないか検討を行っています。

調査官　支度金の支給がありますね。支払いの根拠を教えてください。

担当者　旅費規程がありますのでそれをご覧ください。

調査官　海外出張をされた方に支度金を支給されていますが、同一人物が年に数回、同一金額を支給されていま
す。その内容を説明してください。

担当者　その都度定額を支給しており、精算はしておりません。

調査官　支度金とは、渡航に要するパスポートやビザ取得費用やスーツケース購入等の海外出張に最低限必要な
費用で、実費精算した場合には福利厚生費として認められますが、次回の出張からは原則として発生し
ないものです。

担当者　それではどうなるのですか。

調査官　出張者に対し毎回定額で支給されている支度金は、経済的利益に該当しますので給与課税の対象にな
ります。また、支度金の中には、転勤に伴う転居費が含まれていますが、その内訳を教えてください。

担当者　転居費とは、転勤した従業員が転居に際して支払った新たな賃貸借契約に伴う敷金、礼金、保証金、住居
の仲介手数料を言います。また、転居に伴い従業員が各自で支払った子どもの転学に要した費用、すなわ
ち、幼稚園から高校までの入園・入学料、施設費、制服代や指定教材費を、転学費として使用者が負担し
ています。

調査官　この転居費等は、いわば従業員等の家事費用に関するもので、法人からの補助の有無にかかわらず、従
業員等が転勤先で生活するために自ら負担しなければならない支出です。従って、この転居費等は、転勤
者という特定の者に対してだけ支出されたり、従業員各人によって支出の内容が異なる場合、実質的に
は従業員等に対する給与となります。

担当者　借上社宅の場合、転居費等を使用者が直接賃貸人に支出しているため、従業員等の給与として課税され
ないのに、従業員等が賃借人から直接住宅を賃借する場合には、転居費等を従業員等が支払い、その後、
従業員等が使用者から支払分の支給を受けるため、給与所得となるのは納得できません。

調査官　借上社宅の場合、従業員等には居住先を選択する余地がなく、そこに住むことを強制されるものである
のに対して、転居費等の場合には、従業員等は自らの嗜好により自由に居住先を選択できます。そうする
と、たとえ従業員等自身が契約する借家が社宅制度に代わるものであったとしても、借家の選定時に従
業員等自身の恣意性が入る余地があるため、従業員等の選択によって転居費に相当する金額も大きく変
動することになります。借上社宅の場合、転居費等を支出する主体が使用者側にあるのです。

担当者　わかりました。

調査官　ところで、借上社宅の契約の中に駐車場が入っていますが、駐車場は社宅には該当しないため従業員等
の給与となりますので注意をしてください。

担当者　借上社宅と駐車場が込みで契約金額が策定されている場合はどうですか。

調査官　明確に区分ができないのであれば、給与に該当するとまでは言えないと思われます。

税理士　牧野 義博
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～福利厚生費（支度金、社宅等に対する取扱い）～～福利厚生費（支度金、社宅等に対する取扱い）～
実践 税務調査実践 税務調査
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　3月26日、令和2年度 第4回 理事会を郡山ビューホテルアネックスで開催した。
　新型コロナウイルス感染拡大防止の対策をとり、令和3年度 事業計画（案）、収支
予算（案）及び会員入会・退会について、異議なく承認された。
　令和3年度の新規施策については、消費税・インボイス制度及び総額表示の周知
や、オンライン方式を取り入れた事業の実施等が盛り込まれた。
　また、青年部会の齊藤邦昭部会長、女性部会の小林裕子部会長より各部会の後期
事業報告があった。最後に福利厚生制度の推進進捗状況について、各受託会社（大同
生命、AIG、アフラック）より報告があり議事を終えた。

予算理事会開催予算理事会開催

予算理事会

　女性部会は3月4日㈭、福島県骨髄バンク推進連絡協議会 郡山支部へ44,288円を寄託した。
　この事業は、今年で8度目となり社会貢献事業の一環として、「希望プロジェクト
～未来を担う子供たちのために～」と題し、社会貢献委員会が中心となり郡山市内、
田村市内、田村郡の百貨店、ホテル、スーパー、部会員企業などに募金箱を10個設置
し善意を募った。
　贈呈式を同日、郡山法人会館にて行い、女性部会の小林裕子 部会長より、福島県
骨髄バンク推進連絡協議会 郡山支部代表の坂本和豊さんに浄財を手渡した。
　式には、郡山支部の事務局で奥様のあけみさん、社会貢献委員会 矢部祥子 委員長、
髙橋邦子 副委員長が臨んだ。

骨髄バンク推進連絡協議会郡山支部へ募金寄託骨髄バンク推進連絡協議会郡山支部へ募金寄託

郡山支部坂本代表へ寄託

 No. 事 業 所 名  住　所 業　種
 １ ㈱大丸不動産 麓　山 不動産業
 ２ ㈲サンサン 富久山町 医療品配置販売
 ３ ㈱ピース 香久池 警 備 業
 ４ おかあちゃんの台所 ありがとう 虎丸町 飲食業・理美容業
 ５ ㈲森運輸 本宮市 運 送 業
 ６ ㈱彩美建装 中田町 塗装工事業
 ７ ㈱むさし自動車整備工場 賀　庄 サービス業
 ８ ちばから　郡山店 台　新 飲 食 業
 ９ 社会環境イノベーション㈱ 中　町 運 送 業

新入会員のご紹介
令和３年 ２月～３月
ご入会いただきました

会員の皆さまをご紹介いたします。
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郡山法人会青年部会 設立３０周年 記念式典・記念講演会 開催郡山法人会青年部会 設立３０周年 記念式典・記念講演会 開催
　当会青年部会は平成2年6月に設立されて以来、令和2年度30周年を迎え、3月
24日に設立30周年記念式典・記念講演会を郡山ビューホテルで開催した。
　第1部の記念式典は、オープニングムービーで幕を開け、続く部会長挨拶では
齊藤邦昭 部会長より、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、大幅に規模を
縮小しての開催となったが記念式典を挙行できたこと、そして親会、税務当局
はじめ歴代部会長、部会員の皆さまのお蔭で30周年を迎えることができたこと
への感謝の言葉を述べた。

　歴代部会長 感謝状贈呈では、小池正幸 11代
部会長、佐藤克敏 12代部会長、廣川寛 13代
部会長、石井敏也 14代部会長、幕田宙晃 15代
部会長、山口松之進 16代部会長の現役時代を
映像で振り返り、感謝状と「ますます企業が繁栄
しますように」と一升「枡」に入れた今年の干支で
ある丑の張子を記念品として贈呈した。

　最後に来賓の郡山税務署 小笠原忠署長、伊野勝彦会長より祝辞をいただき閉式した。
　第2部の記念講演会では、講師に笹の川酒造株式会社 山口哲蔵氏、山口敏子氏を招き、「笹の川酒造 256年の
歴史と挑戦」と題しご講演いただいた。

　前半は哲蔵氏が、笹の川酒造の歴史について話した。日本酒だけでなく焼酎、
ウイスキーなど幅広く製造しており、中でも地ウイスキーブームにより当時の
社名、山桜酒造の「桜」の英名をつけたチェリーウイスキーが一世を風靡したこと
や、ウイスキーショックによる冬の時期の到来など、ウイスキーの消費動向を交え、
当時を振り返った。また、「肥土伊知郎氏との出会いが大きな転機となり、ウイスキー
造りのきっかけとなった。」と、人との出会いの大切さ、出会うことができた「運」が
あったと語った。

　後半は杜氏でもある敏子氏より、杜氏となった経緯や苦労話、福島一辛口「いち」の誕生秘話についてお話し
いただいた。杜氏となった当初は酒造りの知識はあっても実際に酒造りとなると全く別のことであり、笑うことが
ないくらい苦労した。それでも蔵人とコミュニケーションを取り、たくさんの反省を踏まえ挑戦を続け、2年目には
福島県の鑑評会で金賞を受賞することができた。また、福島一辛口「いち」は、苦労して出来上がった商品であり、
しっかりした形で売り出したかった。そんな時、復興庁のハンズオン支援事業に応募しデザイン化してもらえ、これ
までと違った商品ラインナップとなった。「いち」にも「運」があったと述べた。最後に「目標とは次につなぐこと。次に
渡すときにどのような形で伝えていけるか、それを一生懸命やることが私どもの挑戦である」と、講演を終えた。
　第3部の祝賀会では、小林裕子 女性部会長の乾杯の発声で幕を開け、情報交換や会員相互の親睦を深めた。

挨拶をする齊藤邦昭 部会長

講師の山口哲蔵氏

記念式典 代表して挨拶をする小池 11代部会長


